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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の

原子炉設置変更許可（高速実験炉原子炉施設の変更）に関する意見

の聴取について 

 

 

上記の件について、平成２９年３月３０日付け２８原機（安）０２７（平成３

０年１０月２６日付け３０原機（安）０１３、令和３年１２月２日付け令０３原

機（安）００８、令和５年２月２２日付け令０４原機（速実）０１３及び令和５

年４月１９日付け令０５原機（速実）００１をもって一部補正）をもって、国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事長 児玉 敏雄（令和４年４月２

５日付け令０４原機（大安）０２６をもって国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構 理事長 小口 正範へ代表者の氏名が変更された。）から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第２６

条第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、同法第２６条

第４項において準用する同法第２４条第１項各号のいずれにも適合していると

認められるので、同法第２６条第４項において準用する同法第２４条第２項の

規定に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用について、

貴委員会の意見を求める。  



 

（別紙） 

 
 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）原子

炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への

適合について 

 

平成２９年３月３０日付け２８原機（安）０２７（平成３０年１０月２６日付

け３０原機（安）０１３、令和３年１２月２日付け令０３原機（安）００８、令

和５年２月２２日付け令０４原機（速実）０１３及び令和５年４月１９日付け令

０５原機（速実）００１をもって一部補正）をもって、国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 理事長 児玉 敏雄（令和４年４月２５日付け令０４原機

（大安）０２６をもって国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事長 

小口 正範へ代表者の氏名が変更された。）から、核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）

第２６条第１項の規定に基づき提出された大洗研究所（南地区）の原子炉設置変

更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）に対する法第２６条第４項におい

て準用する法第２４条第１項第１号に規定する許可の基準への適合については

以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・試験研究用等原子炉の使用の目的を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関する協力の

ための協定を締結している国において再処理を行うこととし、再処理のため

に引き渡すまでの間、高速実験炉原子炉施設の使用済燃料貯蔵設備にて使用

済燃料を適切に貯蔵・管理する方針としていること 

・海外再処理を行うに際しては、政府の確認を受けることとする、海外再処理

によって得られるプルトニウム及び濃縮ウランは、国内に持ち帰る又は海外

に移転する、また再処理によって得られるプルトニウム、若しくは濃縮ウラ

ンを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受ける方針としているこ

と 

から、試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと

認められる。 
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原子力規制委員会 殿 
 
 
 

原子力委員会 
 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の 
原子炉設置変更許可（高速実験炉原子炉施設の変更）について（答

申） 
 

令和５年５月２４日付け原規規発第２３０５２４６号をもって意見照会のあ

った標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

２６条第４項において準用する同法第２４条第１項第１号に規定する許可の基

準の適用については、別紙のとおりである。 
  



（別紙） 
  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）原

子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）に関する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２４条第

１項第１号に規定する許可の基準の適用について 
 
 

本件申請については、 
・試験研究用等原子炉の使用の目的（高速増殖炉の開発。ただし、その利用は

平和目的に限られる。）を変更するものではないこと 
・使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関する協力の

ための協定を締結している国において再処理を行うこととし、再処理のため

に引き渡すまでの間、高速実験炉原子炉施設の使用済燃料貯蔵設備にて使用

済燃料を適切に貯蔵・管理する方針としていること 
・海外再処理を行うに際しては、政府の確認を受けることとする、海外再処理

によって得られるプルトニウム及び濃縮ウランは、国内に持ち帰る又は海外

に移転する、また再処理によって得られるプルトニウム、若しくは濃縮ウラ

ンを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受ける方針としているこ

と 
等の諸点については、その妥当性が確認されていること、加えて我が国では当

該試験研究用等原子炉も対象に含めた保障措置活動を通じて、国内のすべての

核物質が平和的活動にとどまっているとの結論を国際原子力機関（ＩＡＥＡ）

から得ていること、また、本件に関して得られた全ての情報を総合的に検討し

た結果から、当該試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれが

ないものと認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当である。 
 


